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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧下で鋼材を保持する浸炭炉内に、炭化水素ガスのパルスを複数回導入する真空浸炭
工程を有する高濃度浸炭鋼の製造方法において、
　前記真空浸炭工程では、前記炭化水素ガスのパルスを１回導入し、前記鋼材の表面にお
ける炭素濃度がＡｃｍ線に相当する炭素濃度を超えた後、前記鋼材の表面における炭素濃
度が前記Ａｃｍ線に相当する炭素濃度未満となってから、次のパルスを導入し、
　製造される前記高濃度浸炭鋼に最大炭化物径が５μｍ以上の粗大な炭化物を析出させな
いことを特徴とする高濃度浸炭鋼の製造方法。
【請求項２】
　前記真空浸炭工程の後に、窒化処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の高濃度浸
炭鋼の製造方法。
【請求項３】
　前記真空浸炭工程を一次浸炭工程として、前記一次浸炭工程の後に、
　Ａ１線と前記Ａｃｍ線の間の温度で浸炭を行う二次浸炭工程を実施することを特徴とす
る請求項１に記載の高濃度浸炭鋼の製造方法。
【請求項４】
　前記二次浸炭工程において、窒化処理を行うことを特徴とする請求項３に記載の高濃度
浸炭鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高濃度浸炭鋼の製造方法に関し、さらに詳しくは、真空浸炭を経て高濃度浸
炭鋼を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浸炭によって鋼材表面の炭素濃度を内部よりも高めた高濃度浸炭鋼が公知である。代表
的な浸炭方法としてガス浸炭と真空浸炭があるが、真空浸炭においては、焼入れ性の劣化
等につながる粒界酸化が実質的に起こらないため、ガス浸炭に比べて、優れた特性を有す
る高濃度浸炭鋼を製造することができる。
【０００３】
　高濃度浸炭鋼においては、鋼材表面に炭化物を微細分散させることで、鋼材の面疲労強
度を高めることができるので、セメンタイト等の粗大な炭化物の析出を避けることが望ま
れる。その観点から、特許文献１，２に示されるように、浸炭温度等、浸炭工程における
諸条件が選択される。通常、図４に示すように、最初に一次浸炭工程において鋼材の表面
に炭素を高濃度で固溶させ、その後二次浸炭工程において微細な炭化物を析出させる。一
次浸炭で粗大な炭化物が析出すると、二次浸炭を経てもそれが残存し、最終的に得られる
高濃度浸炭鋼の強度を低下させることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１１５４２７号公報
【特許文献２】特開平１１－１１７０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　浸炭工程において、ガス浸炭を用いる場合には、雰囲気ガスの組成を調整してカーボン
ポテンシャル値を制御することで、表面の炭素濃度を所望の一定値に保つことができる。
図４に示した例では、過程（２）として表示されるように、一次浸炭工程において、Ａｃ
ｍラインよりもわずかに低い表面炭素濃度を維持することで、粗大な炭化物（セメンタイ
ト）の析出を回避している。そして、過程（４）として表示されるように、Ａ１ラインと
Ａｃｍラインの間の温度で二次浸炭を行うことで、微細な炭化物を析出させる。
【０００６】
　一方、真空浸炭においては、炭化水素ガスがパルス状で導入されるため、図２のように
、パルスの立ち上がりに伴う浸炭期において、表面炭素濃度が目標値よりも高濃度側に変
動する。この際、表面に粗大な炭化物が生成しやすくなる。一旦そのようにして粗大な炭
化物が生成すると、鋼材の表面に蓄積されやすい。よって、最終的に、平均の炭素濃度は
目標値となったとしても、粗大な炭化物がその中に残存してしまうことになる。二次浸炭
を経ても、粗大な炭化物は残存する。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、真空浸炭工程において、粗大な炭化物の析出を抑制
しながら、鋼材表面の炭素濃度を高めることができる高濃度浸炭鋼の製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる高濃度浸炭鋼の製造方法は、減圧下で鋼材
を保持する浸炭炉内に、炭化水素ガスのパルスを複数回導入する真空浸炭工程を有する高
濃度浸炭鋼の製造方法において、前記真空浸炭工程では、前記炭化水素ガスのパルスを１
回導入した後、前記鋼材の表面における炭素濃度がＡｃｍ線に相当する炭素濃度未満とな
ってから、次のパルスを導入することを要旨とする。
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【０００９】
　ここで、前記真空浸炭工程の後に、窒化処理を行うことが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　上記発明にかかる高濃度浸炭鋼の製造方法においては、真空浸炭工程において、１つの
パルスを導入した後、表面の炭素濃度がＡｃｍラインを下回るまで待ってから、次のパル
スを導入する。これにより、各パルスによる浸炭が開始される前に、粗大な炭化物が鋼材
表面にほぼ残っていない状態とすることができる。その結果、パルスを複数回導入しても
、粗大な炭化物が蓄積されにくく、高濃度での浸炭と、粗大炭化物の析出抑制とを両立す
ることができる。
【００１１】
　ここで、真空浸炭工程の後に、窒化処理を行う場合には、炭化物が析出することによっ
て低下しがちとなる鋼材の焼入れ性を補うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】Ａｃｍライン未満に表面炭素濃度を下げる本発明の一実施形態にかかる高濃度浸
炭鋼の製造方法における真空浸炭工程を説明する図である。（ａ）は表面炭素濃度の変化
をＦｅ－Ｃ系状態図中に表したものであり、（ｂ）は表面炭素濃度の時間変化を表したも
のである。
【図２】Ａｃｍライン未満に表面炭素濃度を下げない形態を説明する図である。（ａ）は
表面炭素濃度の変化をＦｅ－Ｃ系状態図中に表したものであり、（ｂ）は表面炭素濃度の
時間変化を表したものである。
【図３】表面炭素濃度の時間変化予測値の一例を表す図であり、実線は、Ａｃｍライン未
満に表面炭素濃度を下げた場合、点線はＡｃｍライン未満に表面炭素濃度を下げない場合
を示している。
【図４】ガス浸炭工程を示す図であり、（ａ）は表面炭素濃度と温度の変化をＦｅ－Ｃ系
状態図中に表したもの、（ｂ）は温度の時間変化を表したものである。図中の符号（１）
～（４）は図（ａ）と（ｂ）で対応している。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態にかかる高濃度浸炭鋼の製造方法について説明する。本発明
の一実施形態にかかる高濃度浸炭鋼の製造方法においては、鋼材に対して、一次浸炭工程
として真空浸炭工程を実施した後、必要に応じて二次浸炭工程を実施するものである。本
製造方法は、いかなる鋼材に対して適用してもよいが、構造用鋼を製造するのに好適に用
いることができる。得られる構造用鋼の好ましい組成としては、以下のような成分元素（
単位：質量％）を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物よりなるものを挙げることが
できる。
　０．１０％≦Ｃ≦０．４０％
　０．０５％≦Ｓｉ≦２．００％
　０．６０％≦Ｍｎ≦２．００％
　０．３０％≦Ｃｒ≦３．００％
組成中には、さらに、以下の成分元素が含まれていてもよい。
　Ｎｉ≦２．００％
　Ｍｏ≦１．００％
【００１４】
　真空浸炭工程においては、鋼材を浸炭炉に収容して減圧し、共析点よりも高い浸炭温度
に加熱したうえで、浸炭炉にアセチレンに代表される炭化水素ガスをパルス状で導入する
。浸炭炉内に炭化水素のパルスを導入すると、浸炭炉内の炭化水素濃度が急激に上昇し、
それに伴って、鋼材表面に炭素原子が付着し、図１（ｂ）に示すように、鋼材表面から炭
素原子が侵入して、表面の炭素濃度が上昇する。これは、例えば炭化水素がアセチレンの
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場合、以下のような反応によって起こる。
　　Ｃ２Ｈ２→２（Ｃ）＋Ｈ２　　　（１）
　ここで、（Ｃ）は、鋼材表面に付着した炭素原子を示している。このように、炭化水素
のパルスの導入に伴って鋼材表面の炭素濃度が増大する過程が、浸炭期と称される。
【００１５】
　炭化水素のパルスを導入する間も、浸炭炉内は減圧を継続されており、パルスの導入が
中断した後、浸炭炉内の炭化水素の濃度が減少する。浸炭期に鋼材表面に導入された炭素
原子は、鋼材表面から内部に拡散するので、新たな炭素原子が導入されなくなると、鋼材
表面の炭素濃度が低下する。この期間が拡散期と称される。炭化水素ガスのパルスを複数
回導入し、浸炭期と拡散期を交互に繰り返すことで、鋼材表面から所定の深さにわたる領
域で、所望の炭素濃度を達成することができる。図１（ａ）では、Ｆｅ－Ｃ系の状態図中
に、最初のパルス導入に伴う浸炭期を過程（１）として表し、その後の拡散期および浸炭
期を過程（２）および過程（２）’として表している。
【００１６】
　１つのパルスを導入した後の拡散期から、次のパルスを導入して浸炭期に切り替えるタ
イミングは、鋼材表面の炭素濃度を指標として規定されている。具体的には、予め定めら
れた浸炭開始濃度に達するまで鋼材表面の炭素濃度が下がってから、次のパルスを導入し
、拡散期から浸炭期に切り替える。図１（ａ），（ｂ）に示すように、浸炭開始濃度は、
その時の浸炭温度において、状態図中のＡｃｍラインに相当する炭素濃度未満の炭素濃度
となるように、定められている。
【００１７】
　このように、鋼材表面の炭素濃度がＡｃｍライン未満にまで下がってから、各パルスを
導入し、浸炭期を開始させることで、鋼材表面に、粗大な炭化物が析出するのを抑制する
ことができる。Ａｃｍライン以上の炭素濃度においては、粗大な炭化物結晶となるセメン
タイトが析出するが、パルスの導入によって各浸炭期を開始する前に、セメンタイトの析
出が起こらない水準にまで鋼材表面の炭素濃度を下げておくことで、パルスの導入を繰り
返しても、粗大な炭化物が蓄積されにくくなる。拡散期から浸炭期に切り替える浸炭開始
濃度は、好ましくは、Ａｃｍラインに相当する炭素濃度よりも０．１質量％以上低い炭素
濃度に定めておくとよい。
【００１８】
　浸炭期における炭素濃度の最大値（尖頭値）および浸炭期と拡散期を繰り返す回数は、
鋼材表面から導入された炭素原子の深さ方向への拡散を経て、所定の深さ範囲において、
所望の炭素濃度が得られるように、適宜定めればよい。そして、最終パルスを導入した後
、表面の炭素濃度が目標値に達するように、炭化水素ガスの供給を停止するとともに、鋼
材の温度を下げて、浸炭を終了すればよい。表面炭素濃度の目標値は、例えば、１．０質
量％以上とすることができる。
【００１９】
　なお、鋼材表面における炭素濃度は、上記（１）式の反応の速度と、鋼材表面から内部
への炭素の拡散の速度に基づいて、シミュレーションによって見積もることができる。シ
ミュレーション方法の例としては、「鉄と鋼」第９２巻、第４号、３６～４１頁に掲載さ
れているものを挙げることができる。このようにして、実際の真空浸炭工程に対して鋼材
表面の炭素濃度を見積もった例を図３に示す。図３では、上記のように表面炭素濃度がＡ
ｃｍラインに相当する炭素濃度未満に設定した浸炭開始濃度に達してから次のパルスを導
入する場合の例を実線で示している。
【００２０】
　ここで、短時間で高濃度の炭素を鋼材表面に導入することを意図した場合に、１つのパ
ルスを導入した後、表面の炭素濃度がＡｃｍラインに相当する炭素濃度未満まで下がるの
を待たずに、次のパルスを導入する方法が考えられる。このような方法の例を図２に示し
ている。ここでは、拡散期から浸炭期に切り替える浸炭開始濃度を、Ａｃｍラインに相当
する炭素濃度に一致させている。このようにすると、鋼材に固溶させられる炭素の濃度を
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炭化物が析出しやすくなる。粗大な炭化物が析出した状態で次のパルスを導入し、浸炭期
を開始することになるので、複数回パルスを導入することで、粗大な炭化物が徐々に蓄積
されることになる。最終パルスを導入した後、最終拡散期で、表面炭素濃度を目標値にま
で下げれば、表面近傍の平均の組成としては、炭化物が析出しないような炭素濃度、つま
りＡｃｍライン未満の炭素濃度を得ることができる。しかし、鋼材表面の実際の微視的な
組織としては、粗大な炭化物が残った状態となる。表面炭素濃度の目標値を高炭素濃度に
定めるほど、粗大な炭化物の残存が起こりやすくなる。図３に、表面炭素濃度がＡｃｍラ
インにちょうど達した時に次のパルスを導入した場合の実例を点線で示している。
【００２１】
　表面炭素濃度の目標値を比較的低濃度の領域に定める場合には、各パルスの拡散期にお
いて、鋼材表面の炭素濃度がＡｃｍライン未満となるのを待つようなことをしなくても、
最終パルスの拡散期で表面炭素濃度をその目標値まで下げておけば、各パルスの浸炭期に
おいて析出した炭化物をほぼ消失させることができる。しかし、１．０質量％以上のよう
な高炭素濃度を目標値とする場合には、この方法では生じた炭化物を十分に消失させるこ
とができない。
【００２２】
　また、図１（ａ）等に示したＦｅ－Ｃ系の状態図によると、Ａｃｍラインは右上がりに
なっており、真空浸炭時の温度を高温にするほど、炭化物を析出させずに鋼材表面の炭素
濃度を上げやすいことになる。しかし、浸炭温度を高温にしすぎると、結晶粒の粗大化や
歪み等の問題が生じる。これらの問題を回避しながら効率的に炭素濃度を上げる観点から
、真空浸炭時の温度は、９００～１０５０℃程度とすることが好ましい。
【００２３】
　以上のような真空浸炭工程を一次浸炭工程として、その後に適宜、二次浸炭工程を実行
してもよい。二次浸炭工程は、Ａ１ラインとＡｃｍラインの間の温度で実施する。二次浸
炭工程の詳細な条件は、例えば特許文献１に記載されているものを参照すればよい。また
、二次浸炭工程において、窒化を行うことが好ましい。高濃度での浸炭を行うことで、鋼
材表面の焼入れ強度が低下しがちになるが、窒化を行うことで、その低下分を補い、高い
焼入れ強度を達成することができる。
【実施例】
【００２４】
　以下、実施例を用いて本発明をより具体的に説明する。
【００２５】
（実験方法）
　下記の表１に示す２種の組成を有する鋼材を、アセチレンガスを用いた真空浸炭工程を
経て製造した。この際、処理温度および浸炭開始炭素濃度、つまり２回目以降の浸炭期を
開始する時の鋼材表面の炭素濃度として、表２に示す複数の組み合わせを採用した。鋼材
表面の炭素濃度は、図３に示したものと同様、シミュレーションに基づいて見積もった。
【００２６】
　得られた各鋼材について、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて断面観察を行い、析出
している炭化物のうち、最大のものの径を計測した。得られた結果を表２に示す。
【００２７】
（結果）
　表１に、製造した２種の鋼種の成分元素を示す。残部は、Ｆｅと不可避的不純物よりな
る。２種の鋼種はそれぞれ、ＪＩＳ　ＳＣＭ４２０およびＳＮＣＭ４２０に対応する組成
を有している。
【００２８】



(6) JP 6497208 B2 2019.4.10

10

20

30

40

【表１】

【００２９】
　表２に、各実施例および比較例について、鋼種、処理温度、浸炭開始炭素濃度、それぞ
れの処理温度においてＡｃｍ線に相当する炭素濃度と、計測された最大炭化物径を示す。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　表２の結果によると、いずれの鋼種、処理温度においても、浸炭開始炭素濃度が高くな
るほど、得られた鋼材において観測される最大炭化物径が大きくなっている。おおむね、
最大炭化物径が５μｍ以上の場合に、粗大な炭化物が析出しているとみなすことができる
が、浸炭開始炭素濃度がＡｃｍ線に相当する炭素濃度未満となっている各実施例において
は、最大炭化物径が２μｍ以下となっており、粗大な炭化物が析出していないとみなされ
る。一方、浸炭開始炭素濃度がＡｃｍ線に相当する炭素濃度以上となっている各比較例に
おいては、最大炭化物径が９μｍ以上となっており、粗大な炭化物が析出している。
【００３２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態および実施
例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である
。
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